
徳島労働局が平成28年度において最も重点を置いて取り組む施策は、次
の6項目です。（詳細は別添「平成28年度労働行政のあらまし」参照） 
１ 若者の雇用対策の推進 

 若者の就職促進のために、産・学・官等で構成する「徳島新卒者等就職・採用応援本部」

を活用した就職支援、定着支援、「わかもの支援コーナー」等による個別支援を実施します。 
２ 障害者等の活躍促進 

障害者雇用が着実に進展する中、事業主に対しては、関係機関と連携を深め就職から職場

定着まで一貫した支援を実施し、求職者に対しては、きめ細やかな支援による雇用の促進及

び職場定着に向けた取り組みを推進します。 
３ 地方自治体と連携した雇用対策・人材育成の推進 

地方自治体と雇用対策協定に基づく事業や地域の関係者との連携を強化することにより、

地域のニーズに即した職業訓練の展開と就職支援、生活保護受給者など生活困窮者に対する

就労支援を実施します。 
４ 働き過ぎ防止に向けた取組の推進 

  働き過ぎにより労働者が健康を損なうことがないように、恒常的に長時間労働が行われている

事業場に対する重点的な指導に取り組むとともに、働き方・休み方の見直しに向けた取組を推進

します。 
５ 労働災害の減少を図るための対策の推進 

平成 25 年度を初年度とする「徳島第 12 次労働災害防止推進計画」（５か年計画）の目標達

成のため、転倒災害防止・交通労働災害防止などの業種横断的な対策と製造業や建設業等の

重点５業種への対策を推進します。 
６ 女性の活躍促進に向けた取組の推進 

女性がその個性と能力を十分に発揮できる雇用環境を整備するため、女性活躍推進法に基づく

企業の取組を支援し、育児や介護をしながら就業継続できる雇用環境の整備を推進します。 
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「平成28年度行政運営方針」を策定!! 

～「全員参加の社会」の実現と 

   公正・適正で納得して働くことのできる労働環境整備～ 
 

徳島労働局（局長 飯野 弘仁）は、平成28年度における行政運営方針を策定しました。 

総合労働行政機関としての機能を発揮し、「全員参加の社会」の実現と公正・適正で納得

して働くことのできる労働環境整備に努めます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省 

徳島労働局    Press Release 


